
1

障害者雇用における障害者雇用率
の限界と弊害、
また、今後の方向性について

～ひょうご障害者福祉協同組合の
取り組みを中心に～

聖学院大学 心理福祉学科
猪瀬 桂二



１．民間での障害者雇用における現状

①民間企業における障害者の雇用状況

②企業規模別実雇用率

③企業規模別雇用率達成割合

２．障害者の就労の現状について

①中小企業で障害者雇用が進まない理由 また、大企業での課題

②特例子会社で障害者雇用が進む理由

③事業共同組合等算定特例について

④事業協同組合等算定特例認定要件について

⑤事業共同組合等算定特例の概要とメリット

3．「ひょうご障害者福祉協同組合」の取り組み

①「ひょうご障害者福祉協同組合」の取り組み

②「ひょうご障害者福祉協同組合」における準内部労働(事業) 市場の構図

③「ひょうご障害者福祉協同組合」の準内部労働（業務）市場としての優位性 ①②

④共同事業の取り組み

⑤共同受注の取り組み

４．まとめ ①②

2



民間企業における障害者の雇用状況
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企業規模別実雇用率
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企業規模別雇用率達成割合
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中小企業で障害者雇用が進まない理由
また、大企業での課題

（中小企業の課題）

・中小企業は、一般的に障害者を多く雇用するための経済的・体制的

基盤が脆弱である。

・中小企業は、業務として自社内で障害者が就労可能な業務を一定の

安定したボリュームでの確保することは困難である。

（大企業内で障害者雇用が困難な理由）

・障害者が就労可能な仕事(比較的簡単な業務は、中小企業よりも多く

存在するが、分散しており、職場内で一定のボリュームに達しない。

・大企業は処遇の公平性から、社内で就労すると比較的簡単な仕事も

業務の価値に対して高い負担（賃金）。（健常者との軋轢の可能性）
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特例子会社で障害者雇用が進む理由

・障害者を集中的に雇用するため、親会社やグループ会社の障害者雇

用に貢献。（親会社から仕事機会や財務、人材的な支援あり）

・親企業や関連企業の中から、障害者が就労可能な仕事（軽印刷、清

掃、社内便の配達、備品・消耗品等の管理など）を一定のボリュー

ムで確保し、子会社に移転する。→経営の安定に繋がる。

・親会社に障害者が分散して働くよりも、障害者同士が一緒に働く方

が、本人たちの安定的な働きに繋がる。

特例子会社の優れた役割を中小企業・特に地方で担う組織はないか

「事業協同組合等算定特例(特定事業主特例)」
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事業共同組合等算定特例
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事業協同組合等算定特例認定要件

(1)事業共同組合等の要件

①事業協同組合、水産加工業協同組合、商工組合、商店街組合であること。

②規約等に、事業協同組合が納付金を徴収された場合、特定事業主の雇用状況

に応じて、納付金の負担を負う定めがあること。

③障害者の雇用の促進と安定のための計画を作成し、認められること。

(2)特定事業主の要件

①組合員である。

②雇用する労働者が45.5人以上。(平成30年4月1日以降)

③子会社、関係会社特例を受けていないこと。

④事業協同組合と特定事業主の事業が、人的・営業的に緊密である。

（特定事業主からの役員派遣／年間 ６０万円程度の取引実績）

⑤その規模に応じて、障害者を雇用すること。

ア 常用労働者167人未満 要件なし

イ 〃 167人以上250人未満 障害者１人

ウ 〃 250人以上300人以下 障害者２人
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事業共同組合等算定特例の概要とメリット

・平成21年度に、特例子会社制度および、特例子会社の企業グループ適用に
続き創設。

・中小企業が事業共同組合等を活用して共同事業を行い、一定の要件を満た

し、厚生労働大臣の認定を受けた場合、組合員である中小企業(特定事業主)

で実雇用率の通産が可能となる。

〇事業協同組合等算定特例のメリット(厚労省の説明)

・個々の中小企業では、障害者雇用を進めるのに十分な仕事量の確保が困難

であるが、事業協同組合等を活用し、複数の中小企業が共同して障害者の

雇用機会を確保することができる。

事業協同組合は同業種での設立が中心であったため、組合間での教務の分担
に課題があり、地域内での広がりが困難。
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ひょうご障害者福祉協同組合の
取り組み ①

（組合設立の課題認識）

・障害者の半数以上が「働きたくとも就職できない」

・法定雇用率を達成している多くは大企業

（組合設立）

・２０１５年２月。兵庫県姫路市に設立。

・２０１６年４月。「事業協同組合等算定特例（特定事業主特例）認定。

＊異業種の組合としては全国初

（組合員）

・３３社 従業員 ４，０５７名（2018.10.22 現在）

特定事業主＊ ５社（障害者雇用率の通算ができる会社）＋組合

＊特定事業主は、事業協同組合等算定特例認定要件に合致した会社

（障害者雇用率）

「特定事業主＋組合」の雇用率 ２.９％（２０１６年度実績）

（具体的な組合活動）

①制度活用（障害者雇用に関する）

②協同事業（共同受注事業・共同購入事業・共同販売事業・共同施設の設置事業）

③教育・情報提供事業
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ひょうご障害者福祉協同組合の
取り組み ②

（加入の条件）

①建設工事業、建設設計業、不動産管理業、倉庫業、各種商品卸売業、

各種商品小売業、電気機械器具製造業、情報通信業、石炭製品製造業、

食品製造販売業、飲食業、医療サービス業、障害者福祉等社会福祉事業、

その他専門サービス業

②組合の地域内に事業所を有すること

（兵庫県神戸市、姫路市、たつの市、突栗市、神崎郡福崎町・佐用郡佐用町）

③出資金 一口 50,000円

④賦課金・組合会費

・Ａ会員 従業員 ５０人以上 月額 5,000円

・Ｂ会員 〃 １０人以上５０人未満 月額 3,000円

・Ｃ会員 〃 １０人未満 年額 12,000円
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ひょうご障害者福祉協同組合の取り組み③
（特定事業主間での障害者雇用率、納付金、調整金の調整方法）

〇雇用率の申告、納付金支払い、調整金の受取りは組合が代表して行う。

（１ヶ月としての考え方） ＊下記は単純化したモデルのため実際の数字とは異なる

〇上記の結果、全体としては雇用率を満たすため、納付金は０円となり、調整金27,000の交付を受け

ることになる。

〇不足するＣ・Ｄ・Ｅ社からは、調整金相当額27,000を組合に納めるが、納付金50,000円との差額の

23,000円の圧縮になる。

〇超過するＡ・Ｂ社には、組合から調整金と３社からの納付金から、本来の調整金相当額が支払われ
る。

〇組合全体で計算すると、個別での申告・納付・調整した場合136,000の調整金（受領）となるが、

組合で通算すると、297,000円となり、計算上では136,000円を組合全体で多く受け取ることが可能。
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会社・組合 常用労働者 法定雇用数 雇用者数 超過・不足者数

Ａ 社 ６０ １ １５ １４

Ｂ 社 ８００ １７ １９ ２

Ｃ 社 ２３０ ５ ２ －３

Ｄ 社 ２６０ ５ ３ －２

Ｅ 社 １８０ ３ １ －２

組 合 ２ ０ ２ ２

計 １，５３２ ３１ ４２ １１



ひょうご障害者福祉協同組合における
準内部労働(事業)市場の構図

共同受注
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ひょうご障害者福祉協同組合の
準内部労働（業務）市場としての優位性①

 （障害者の雇用・就労について）

 ・労働弱者である障害者は、単独の労働者では外部労働市場で、健常者と

 ともに働ける人材は限られる。

 ・従って障害者は、働くうえでの何らかの枠組み（組織）が必要である。

 ・企業（組織）は、一般的に障害者を単独で多く抱えれば抱えるほど、

 またその企業の規模が小さければ小さいほど、負担とリスクが増加する。

 ・ただし、企業が連携し、内部市場化した場合、組織内（企業間）で障害

 者の適切なジョブマッチと配置ができれば、負担やリスクを軽減できる。

 ・障害者雇用率制度には、納付金（50,000円の徴収）と調整金（27,000円

 の交付）という「鞭とあめ」の要素があり、組織全体とて、障害者雇用

 率を上回った場合、差額の23,000円が、組織内に留まることが可能。
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障害者は、中小企業にあっても、労働市場を内部労働
市場化すれば、就業機会の創出と提供が可能



ひょうご障害者福祉協同組合の
準内部労働（業務）市場としての優位性②

 ・組織としての枠組み（つながり）は、障害者雇用率（実雇用率の通算）であるが、

 このつながりは、同時に共同事業としての枠組みとなっており、「規模の経済」を

 活用して、各組合員単独の活動よりも、経済的な優位性をもたらすことが可能となる。

 ・外部市場との事業取引については、ひょうご障害者協同組合が仲介の役割を果たすこ

 とにより、外部市場の企業に対して、交渉力を高めることが可能となる。

 例）・共同受注では、受注の確保・増加→ 障害者を含めた就業機会の創出・提供

 ・共同購入では、購入価格の抑制、組合員への安価な提供

 （組合内でのパック詰めなどで、障害者を含めた就業機会の創出・提供）

 ・共同事業では、販売組織の安定により、経営の安定が図れる。



 上記の連携（算定特例）での経済の優位性が発揮できるのは、

 組合員の業務が、多用な業務であることが有利に働いている
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共同事業の取り組み
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共同受注事業の取り組み

 特例子会社 464社(平成29年6月1日現在)
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まとめ ①

〇障害者には、単独で企業等で健常者と同様に働ける人がいる。

しかしながら、多くはハンデを持つため、何らかの支援が必要である。

〇障害者を多く抱える余裕がある大企業も本社内での雇用に困難さがあるた

め、特例子会社を作り、集中的に障害者を雇用している。

〇中小企業(地方で)障害者を多く雇用しようとすると、何らかの連携が必要
であり、その方向に「事業協同組合等算定特例」は有効な方法と考えられ
る。

〇同組合は、これまで同業種の事業と考えられてきたが、異業種での組合
「ひょうご障害者福祉協同組合」が発足し、検証した結果、次の同組合の優
れた点が検証できた。

①障害者のための有効な制度活用、

②障害者雇用率を枠組みとした穏やかな事業連携=(準労働(事業)市場

③準労働市場市場をバックに、異業種の連携(規模の経済)を活用した効果的
な経済効果などが発見できた。

19



まとめ ②

最後に、今後「事業共同組合等算定特例」の全国への拡がりを考えた場合、次の

課題、期待を述べたい。

 〇多くの特例子会社では、障害者一人ひとりの働き方や、その背景の生活面をも

 配慮した、障害者雇用に理解のある経営者、人事担当者が存在する。

 〇現在、中小企業の障害者雇用率は、達成率50%にも満たず、達成しないことが

 常態化してる中で、あえて障害者雇用に積極的になる組合がどの程度参加して

 くれるものか心配である。

 〇以上の状況にあって、「ひょうご障害者福祉協議会」が進めている事業は、単

 に障害者雇用の推進に留まらず、障害者雇用率の通算という枠組みを中心に、

 地域の企業の連携を強めて共同事業化(内部市場化)することで、経済的利益が

 獲得できる可能性を示した。

 〇各地で障害者雇用に二の足を踏んでいる経営者などの方々が、以上のメリット

 を吟味し「ひょうご障害者福祉協同組合」のような、組織が全国に拡がること

 を期待したい。
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